
②給水装置工事の施工及び
道路復旧について

給水装置工事設計施工指針の132ページから170ページに記載
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１．給水装置工事を施工するときは、配水管に給水管を取付ける工事及び配水管への取付口からメー

ターまでの 工事に関する工法、工期その他の工事上の条件に従い施行すること。 

〔施工編〕 12. 施工の基本事項　１2.１ 施工の基本事項 （指針P132） 　

【分岐方法】
� 口径350㎜以下の配水管及び給水管から行うこと。

� 配水管等の管種や口径と引込する給水管の口径に応じた分岐方法（サドル付分水栓、割T字管、二受T字
管、チーズ）で行うこと。

� 適切に作業を行うことが出来る技能を有する者が行うこと。

� 配水管等の外面を十分清掃し、分水用具のボルトの締付けが、片締めにならないよう均等に締付けるこ
と。

� せん孔機は確実に取付け、仕様に応じたドリル、カッターを使用すること。

� せん孔は、内面塗膜面等に悪影響を与えないように行うこと。

� 分岐部には、防食（ポリエチレンシート、防食コア等）及び沈下防止等の防護を施すこと。

・・・　本市が定める工事に関する工法、工期その他の工事上の条件一言ポイント
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【給水管及び給水用具の設置方法】

� 屋外配管
・国道は 1.2ｍ以上。
・道々・市道及び私道は 1.1ｍ（ただし、 Φ350は1.2ｍ）以上。
・宅地内 1.0ｍ以上。

給水管埋設深さ

（平成3年以前の布設管）
内面剥離による出水不良等の事故が危惧されることから、状況に応
じてポリエチレン二層管に布設替えすることが望ましい。

単層（一層） Pe管

・・・　本市が定める工事に関する工法、工期その他の工事上の条件一言ポイント

� 給水管の防護

     「17. 給水装置の防護」（指針P165）

� 給水管の防食
　   「17. 給水装置の防護」（指針P165）

� 止水用具

     「7.8.1 止水用具」（指針P90）

給水装置工事の施工及び道路復旧について

� その他の器具及び装置

     「7.10 その他の給水用具及び装置」（指針P99）／ 「20.標
準図」（指針P175）

� 給水管及び給水用具の明示
      「18. 給水装置の明示」（指針P167）
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１．施工は、設計に基づき確実に行うこと。

２．施工にあたっては、関係法規を遵守し、危険防止のための必要な対策及
び措置を講じること。

３．主任技術者は、常に現場の工程、施工状況等を把握し、適切な施工管理
に努めること。

４．工事施工中の交通保安対策については、当該道路管理者と所轄警察署
長の施工条件及び指示に基づき、適切に交通保安を施行し、かつ、通行
者等の事故防止対策を講じること。

５．給水装置工事を適切に実施するため、必要な事項は、事前に本市と協議
すること。 

〔施工編〕 12. 施工の基本事項　12.2　現場管理（指針P134） 　
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１．掘削方法の選定にあたっては、現場状況等を総合的に検討したうえで決定
すること。

 

２．舗装の切断は、カッター等を使用し直線的に丁寧に切取ること。また、工事
の施工によって生じた舗装塊等の産業廃棄物は、「産業廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」その他の法律に基づき、工事施行者が責任をもって適
正かつ速やかに処理すること。

 

３．掘削は、周辺の環境、交通、他の埋設物等に与える影響を十分配慮するこ
と。

 

４．掘削は事前の調査を行い、安全かつ確実な施工ができる掘削断面とし、現
場状況によっては貫孔機を使用するなど必要最小限とすること。 

〔施工編〕 13. 土木工事　13.2　掘 削 （指針P138） 　
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１．埋戻しは、管布設後速やかに行うこと。

２．埋戻しにあたっては、良質な土砂を用い、施工後に陥没、沈下等が発生しないよ
う十分締固めるとともに、布設した給水管及び他の埋設物にも十分注意するこ
と。

３．埋戻しは、一層の厚さが30㎝以下（路床部は20㎝以下）を基本として一層ごと入
念に締固め、沈下を生じないように施工すること。

４．地下水位の高い場所の埋戻しにあたっては、適正な埋戻し材で行うこと。 

〔施工編〕  13. 土木工事13.3　埋戻し  （指針P139） 　
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１．道路復旧は、道路管理者の許可条件を遵守し、速やかに原形に復旧すること。

２．路床は、不陸整正を行った後、十分転圧すること。

３．路盤材料（砂・砕石）の敷均しは、均等に過不足のないように行い十分締固めをするこ
と。

４．舗装仮復旧は、常温合材又は加熱合材を使用し、在来路面にすりつくように敷均し
て、十分転圧すること。

５．舗装本復旧は、路盤面及び既設舗装との密着を良くし、仕上面に凹凸がないよう適正
な機種で転圧すること。 

６．道路復旧に使用する路盤材料及びアスファルト材料は、札幌市土木工事共通仕様書
等の規定によること。

〔施工編〕 13. 土木工事　13.4 道路復旧 （指針P140） 　
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１．分岐（サドル付分水栓，割Ｔ字管等）及び分岐部の撤去は、適切な作業
を行う事が出来る技能を有する者が施工、又は監督を行うこと。

 

２．断水を伴う工事は、事前に本市と協議すること。
 

３．分岐の位置（取付け）は、既存の分岐部及び管末から所定の間隔を確保
すること。

 

４．分岐部には、防食及び沈下防止等の防護を施すこと。
 

５．配水用ポリエチレン管の分岐及び撤去部には、有機溶剤等の浸透防止
の防護を施すこと。 

〔施工編〕 14. 分岐及び撤去工事　 14.1　分岐及び撤去 （指針P141） 
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１．給水管が他の埋設物と交差又は近接する場合は、その間隔を30㎝以上とする
こと。

２．給水管の配管は、原則として直管及び継手を接続することにより行うこと。やむ
を得ず曲げて使用する場合には、管材質に応じた適正な施工を行うこと。

３．鋳鉄管の布設にあたっては、管の鋳出文字を上にして据付け直線配管とするこ
と。また低所から高所に向けて配管し受口部は、高所へ向けること。

４．ポリエチレン管の布設にあたっては、管のねじれ、巻きぐせ等を解き引張ったり
せず、余裕を持った配管とすること。また、貫孔内に管を引込む場合は、損傷を与
えないよう注意するとともに、管内に土砂が入らないよう適切な措置を講じ、敷地
内においてはできるだけ直線配管にすること。

〔施工編〕 15. 給水装置の施工 15.1　屋外配管工事 （指針P151） 　
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５．管の埋設深さは、国道1.2ｍ、その他の道路1.1ｍ以上（φ350は1.2ｍ）、宅地
内1.0ｍ以上を確保すること。

６．埋設にあたっては、施工場所の土質、配管方法に応じて抜出防止、腐食防
止等の適切な防護を施すこと。

７．給水装置工事は、いかなる場合でも衛生に十分注意し、工事の中断時又は
一日の工事終了後には、管端にプラグ等で栓をし、汚水等が流入しないよう
にすること。 

〔施工編〕 15. 給水装置の施工 15.1　屋外配管工事 （指針P151） 　
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１．管は、自重によるたわみ及び水圧等による振動で損傷を受けないよう支持金
具を用い適当な間隔で壁等に固定すること。

２．管と支持金具は直接接触させないこと。また、これらは他の金属とも接触させ
ないこと。

３．横走り管は、1／100以上の勾配を確保すること。

４．管継手部及び一次防せい塗装品には、必ず防せい剤を上塗りし仕上げるこ
と。

５．立上り管の位置は、維持管理に支障とならない場所とし、防寒等の措置を施
すこと。

６．管には、必要に応じて防食・防寒等の措置を施すこと。 

〔施工編〕 15. 給水装置の施工 15.2　屋内配管工事 （指針P152） 
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１．メーターは、水平に取付けること。

２．メーターの取付けにあたっては、流水方向を確認し、逆取付けとならないよ
う施工すること。

　　特に、表示部回転式メーターは注意すること。

３．メーターは、検針及び維持管理等に支障がないこと。

４．メーターを設置するまでの間、メーター取付位置にスパンゲージ棒又は
ゲージ短管を取付けておくこと。

〔施工編〕 15. 給水装置の施工15.3　メーターの設置 （指針P153） 　
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１．止水用具の設置にあたっては、機能点検を実施すること。

２．据付けは、前後の配管に注意し、垂直又は水平とすること。

３．止水用具の基礎は、沈下、傾斜等の起こらないように堅固に施工するこ
と。

４．道路内に止水栓及び仕切弁を設置する場合は、車両等の荷重が直接
影響しない位置とすること。 

〔施工編〕 15. 給水装置の施工15.4止水用具の設置 （指針P157） 　
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１．水抜栓の設置は、操作及び維持管理に支障とならない場所とすること。

２．水抜栓は垂直に設置し、床面貫通部には固定金具を使用すること。

３．水抜栓の排水口付近は、切込砕石等に置換えし、排水を容易にすること。

４．ドレンバルブ等の排水口部分は、吐口と排水管を切離した構造とし、逆流
防止のため十分な空間を確保すること。

〔施工編〕 15. 給水装置の施工15.5　水抜用具の設置 （指針P157）  　
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１．仕切弁及び止水栓のきょうの基礎は、沈下、傾斜等が起こらない
よう堅固に仕上げること。また、据付けはスピンドルが中心となる
よう行うこと。

２．メーターきょうの設置は、きょう床面を水平に仕上げ止水用具の操
作及びメーター取替えが容易に行えるよう据付けること。なお、雨
水等の浸入を少なくするため、地面より高く設置すること。

３．きょうの設置は、使用区分に基づき行うこと。 

〔施工編〕 15. 給水装置の施工15.8　きょう類の設置 （指針P159）  　
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１．給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐力を確保するために、その構
造及び材質に応じた適切な接合を行うこと。（基準省令第1条第2項） 

〔施工編〕 16. 接合工事16.1 接合工事 （指針P160） 　

１．給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に用いる機械器具は、その用途に適した
ものを使用すること。（施行規則第36条第1項第5号）

２．配水管の取付口からメーターまでの給水装置の接合は、適切に作業を行うことができ
る技能を有する者が自ら行うか、又は技能を有する者の実地監督のもとに行うこと。
（施行規則第36条第1項第5号）

３．接合は、継手の性能を確保するよう、適切な施工管理を行うこと。

４．接合に用いるシール材、接着剤等は、水道用途に適したものを使用すること。 

【構造・材質基準に係る事項】
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１．鋳鉄管の管路は、 ポリスリーブ  で被覆し腐食防止を図ること。

２．分岐部は、 防食（ポリエチレンシート、防食用コア等）  及び 沈下防止  等の防護を施す
こと。

３．配水用ポリエチレン管の管路及び分岐部は、 浸透防止スリーブ・シート  により浸透防
止を図ること。

４．開きょ等水路を横断する場合は、原則として水路の下に布設すること。また、軌道下を
横断する場合は必要に応じて ヒューム管等さや管  で防護すること。

５．水圧等により管が逸脱するおそれがある場合は、必ず 逸脱防止を施すものとし、必要
に応じてコンクリート等で防護すること。 

〔施工編〕 17. 給水装置の防護17.1　防 護 （指針P165） 　
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１．道路に布設する口径75㎜以上の給水管には、 水道用管表示テープ  （以下「表示テー
プ」という。）を貼り付けること。

２．道路に布設する口径50㎜以上の給水管には、 水道用埋設用標示シート  （以下「標示
シート」という。）を敷設すること。

３．仕切弁、消火弁、分水栓、メーター及び給水管末端には、それぞれ 見出標  を貼り付
け、その位置を明示すること。

４．水道を使用する家屋等には 水道使用標識（給水栓番号）  を貼り付けること。

〔施工編〕 18. 給水装置の明示18.1　明示方法 （指針P167） 　
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５．開発行為区域内及び公園等、将来的に布設位置が不明となるおそれがある場
所に給水管を布設する場合は、 見出し杭・標示杭  等を設置して、止水用具等の
位置を明示すること。

６．管路及び止水用具は、 オフセット  を測定し、位置を明らかにすること。

７．仕切弁、消火弁、及び排水弁等の仕切弁きょう内には、仕切弁口径等 表示プ
レート  （支給品）を取付けること。また、ソフトシール仕切弁については、 表示
カード   も同様に取付けること。 

〔施工編〕 18. 給水装置の明示18.1　明示方法 （指針P167） 　
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